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令 和 ７ 年 １ ２ 月  

福岡出入国在留管理局  

任期付採用職員の募集について 

１ 採用内容 

  産休代替任期付職員 

（１）採用人数 

１名 

（２）採用予定期間 

令和８年３月１日から令和８年４月１９日まで 

※ 上記期間は、産前・産後休暇取得予定職員の産休期間に応じたものであるが、産休代替

任期付職員として勤務する間にその職務を良好な成績で遂行した場合には、引き続き、当

該職員の育休代替任期付職員として、再採用される可能性がある 

２ 業務内容 

電話・窓口応対及び入国・在留審査業務 

３ 勤務条件 

（１）勤務地 

福岡出入国在留管理局 

福岡県福岡市中央区舞鶴３丁目５番２５号 福岡第１法務総合庁舎 

（２）勤務時間 

８時３０分～１７時１５分（休憩時間：１２時～１３時）

又は９時００分～１７時４５分（休憩時間：１２時～１３時） 

土・日、祝日及び年末・年始（１２月２９日～１月３日）を除く 

（３）休暇 

年次休暇、その他の休暇（忌引等）は、常勤職員に準ずる 

（４）給与等 

１８３，５００円以上 

学歴・職歴等を考慮の上、決定する 

通勤手当は、常勤職員に準じて支給 

月の途中の採用又は退職の際は、日割りで支給する 

期末・勤勉手当は、常勤職員に準ずる（※） 

給与法に基づき、地域手当９％を支給する 

※ 引き続き育休代替任期付職員として再採用された場合に限る 
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（５）保険 

法務省共済組合に加入 

（６）退職 

① 分限免職 

  常勤職員に準ずる 

② 退職金 

６か月以上勤務した場合は、支給の対象となる（※） 

※ 引き続き育休代替任期付職員として再採用された場合に限る 

 

４ 応募資格・経験 

  応募に当たっては、以下の全てを満たす者とする 

（１）窓口又は電話での応対経験のある者 

（２）英検３級程度の英会話能力を有する者 

（３）パソコン操作能力（ワード、エクセル等）を有する者 

※ なお、以下のいずれかに該当する者は、応募不可 

① 日本国籍を有しない者 

② 国家公務員法第３８条に規定される次のいずれかの項目に該当し国家公務員となることが

できない者 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者

その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

・ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

③ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とす

るもの以外） 

④ 国家公務員法第８１条の６の規定による定年年齢に達している者 

 

５ 応募方法 

  以下の書類を下記問合せ先宛て、郵送又は持参（令和８年１月６日（火）必着） 

（１）履歴書（写真貼付） １通 

（２）職務経歴書     １通 

※ 応募者多数の場合、早めに締め切る場合がある 

 

６ 選考方法 

（１）第１次試験 

書類選考 
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（２）第２次試験（書類選考に合格した者のみ） 

面接・作文 

 

【問合せ先】 

 福岡出入国在留管理局総務課人事係 舘林（不在の場合：千々松、石垣、種子田） 

住所：〒８１０－００７３  

福岡県福岡市中央区舞鶴３丁目５番２５号 

福岡第１法務総合庁舎６階 

電話：０９２－７１７－５４２０      


